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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の胸骨上窩部の運動に応じた第１の生体情報を取得する第１の情報取得部と、
　被検者の呼吸活動に応じた第２の生体情報を取得する第２の情報取得部と、
　前記第２の生体情報に基づいて被検者の呼吸活動の停止状態を検知し、検知された呼吸
活動の停止状態の期間における前記第１の生体情報に基づいて被検者の嚥下活動を検知す
る嚥下活動検知部と、
　を有する嚥下活動モニタリング装置。
【請求項２】
　前記第２の生体情報は、被検者の鼻腔部または口腔部の呼吸気流を示す、
　請求項１記載の嚥下活動モニタリング装置。
【請求項３】
　前記第２の生体情報は、被検者の胸郭部の運動を示す、
　請求項１記載の嚥下活動モニタリング装置。
【請求項４】
　前記嚥下活動検知部を内部に有する携帯可能な筐体を有し、
　前記筐体は、
　被検者の胸骨上窩部の運動を検知して前記第１の生体情報を生成する第１のセンサと接
続可能な第１の接続部と、
　被検者の呼吸活動を検知して前記第２の生体情報を生成する第２のセンサと接続可能な
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第２の接続部と、
　を有する請求項１記載の嚥下活動モニタリング装置。
【請求項５】
　検知された嚥下活動の質的評価を、取得された前記第２の生体情報に基づいて行う嚥下
活動評価部をさらに有する、
　請求項１記載の嚥下活動モニタリング装置。
【請求項６】
　前記嚥下活動評価部は、検知された嚥下活動の頻度の判定を、検知された嚥下活動の質
的評価として行う、
　請求項５記載の嚥下活動モニタリング装置。
【請求項７】
　前記嚥下活動評価部は、検知された嚥下活動の直前または直後における呼吸相が呼気相
であるか吸気相であるかの判定を、検知された嚥下活動の質的評価として行う、
　請求項５記載の嚥下活動モニタリング装置。
【請求項８】
　前記嚥下活動評価部は、検知された嚥下活動の終了時点から呼吸活動の再開時点までの
期間長が所定値よりも短いか否かの判定を、検知された嚥下活動の質的評価として行う、
　請求項５記載の嚥下活動モニタリング装置。
【請求項９】
　前記嚥下活動検知部および前記嚥下活動評価部を内部に有する携帯可能な筐体を有し、
　前記筐体は、
　被検者の胸骨上窩部の運動を検知して前記第１の生体情報を生成する第１のセンサと接
続可能な第１の接続部と、
　被検者の呼吸活動を検知して前記第２の生体情報を生成する第２のセンサに接続可能な
第２の接続部と、
　を有する請求項５記載の嚥下活動モニタリング装置。
【請求項１０】
　生体情報記録装置と嚥下活動モニタリング装置とを有する嚥下活動モニタリングシステ
ムであって、
　前記生体情報記録装置は、
　被検者の胸骨上窩部の運動を検知して被検者の胸骨上窩部の運動に応じた第１の生体情
報を生成する第１のセンサと接続可能な第１の接続部と、
　被検者の呼吸活動を検知して被検者の呼吸活動に応じた第２の生体情報を生成する第２
のセンサと接続可能な第２の接続部と、
　生成された前記第１および第２の生体情報を記憶媒体に記録する記録部と、
　を有し、
　前記嚥下活動モニタリング装置は、
　前記記憶媒体に記録された前記第１および第２の生体情報を受信する受信部と、
　前記第２の生体情報に基づいて被検者の呼吸活動の停止状態を検知し、検知された呼吸
活動の停止状態の期間における前記第１の生体情報に基づいて被検者の嚥下活動を検知す
る嚥下活動検知部と、
　を有する嚥下活動モニタリングシステム。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　被検者の胸骨上窩部の運動に応じた第１の生体情報を取得する第１の情報取得機能と、
　被検者の呼吸活動に応じた第２の生体情報を取得する第２の情報取得機能と、
　前記第２の生体情報に基づいて被検者の呼吸活動の停止状態を検知し、検知された呼吸
活動の停止状態の期間における前記第１の生体情報に基づいて被検者の嚥下活動を検知す
る嚥下活動検知機能と、
　を実現させるための嚥下活動モニタリングプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、嚥下活動モニタリング装置、嚥下活動モニタリングシステムおよび嚥下活動
モニタリングプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の高齢化社会の進行に伴い、嚥下障害患者が増え続けている。嚥下障害とは、口腔
、咽頭および食道の「飲み込む」ための運動における障害をいい、高齢化や、脳卒中後遺
症などの疾患による運動機能の低下によって引き起こされる。摂食・嚥下障害患者の約５
０％に、誤嚥性肺炎の誘因となる不顕性誤嚥（silent aspiration）が認められるため、
誤嚥性肺炎の予防には不顕性誤嚥の早期発見が非常に重要であり、嚥下活動を簡易かつ高
精度にモニタリングし得る技術が求められている。
【０００３】
　簡易な嚥下活動モニタリングの手法として、これまで様々なものが提案されているが、
その一例としては、特許文献１および非特許文献１に開示されたものがある。これらの文
献に記載された手法では、被検者の喉頭に装着したマイクロフォンで嚥下音の計測を行い
、マイクロフォンからの出力信号のレベルに基づいて被検者の嚥下活動を検知する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－３０１８９５号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】大阪電気通信大学大学院　医療福祉工学専攻　医療福祉工学研究科著、
「廃用性萎縮防止のための喉頭マイクロフォンを用いた嚥下回数計測システム」、電子情
報通信学会信学技報、ＭＢＥ２００７－５３、２００７年１０月発行、ｐ．１３－１６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の手法においては、マイクロフォンを計測手段として用いるた
め、モニタリング環境における雑音を含む嚥下音が計測されることがある。マイクロフォ
ンの感度が低いとモニタリングの精度が低下するため、マイクロフォンの感度は一定レベ
ル以上である必要がある。しかし、その場合には、嚥下音と同時に嚥下以外の音が集音さ
れやすい。よって、モニタリングの精度の向上に一定の限界がある。
【０００７】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたもので、被検者を実質的に無拘束の状態で長時間
連続モニタリングが可能であり簡易かつ高精度に嚥下活動をモニタリングすることができ
る嚥下活動モニタリング装置、嚥下活動モニタリングシステムおよび嚥下活動モニタリン
グプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の嚥下活動モニタリング装置は、被検者の胸骨上窩部の運動に応じた第１の生体
情報を取得する第１の情報取得部と、被検者の呼吸活動に応じた第２の生体情報を取得す
る第２の情報取得部と、前記第２の生体情報に基づいて被検者の呼吸活動の停止状態を検
知し、検知された呼吸活動の停止状態の期間における前記第１の生体情報に基づいて被検
者の嚥下活動を検知する嚥下活動検知部と、有する構成を採る。
【０００９】
　本発明の嚥下活動モニタリングシステムは、生体情報記録装置と嚥下活動モニタリング
装置とを有する嚥下活動モニタリングシステムであって、前記生体情報記録装置は、被検
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者の胸骨上窩部の運動を検知して被検者の胸骨上窩部の運動に応じた第１の生体情報を生
成する第１のセンサと接続可能な第１の接続部と、被検者の呼吸活動を検知して被検者の
呼吸活動に応じた第２の生体情報を生成する第２のセンサと接続可能な第２の接続部と、
生成された前記第１および第２の生体情報を記憶媒体に記録する記録部と、を有し、前記
嚥下活動モニタリング装置は、前記記憶媒体に記録された前記第１および第２の生体情報
を受信する受信部と、前記第２の生体情報に基づいて被検者の呼吸活動の停止状態を検知
し、検知された呼吸活動の停止状態の期間における前記第１の生体情報に基づいて被検者
の嚥下活動を検知する嚥下活動検知部と、有する構成を採る。
【００１１】
　本発明の嚥下活動モニタリングプログラムは、コンピュータに、被検者の胸骨上窩部の
運動に応じた第１の生体情報を取得する第１の情報取得機能と、被検者の呼吸活動に応じ
た第２の生体情報を取得する第２の情報取得機能と、前記第２の生体情報に基づいて被検
者の呼吸活動の停止状態を検知し、検知された呼吸活動の停止状態の期間における前記第
１の生体情報に基づいて被検者の嚥下活動を検知する嚥下活動検知機能と、実現させるよ
うにした。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、被検者を実質的に無拘束の状態で長時間連続モニタリングが可能であ
り簡易かつ高精度に嚥下活動をモニタリングすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１に係る嚥下活動モニタリング装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係る嚥下活動モニタリング装置における計測処理を説明
するためのフローチャート
【図３】本発明の実施の形態１に係る嚥下活動モニタリング装置における解析処理を説明
するためのフローチャート
【図４】本発明の実施の形態１に係る嚥下活動モニタリング装置における嚥下活動検知処
理を説明するためのフローチャート
【図５】本発明の実施の形態１に係る呼吸フロー信号および胸骨上窩部圧信号の波形図
【図６】本発明の実施の形態１に係る嚥下活動モニタリング装置における質的評価処理を
説明するためのフローチャート
【図７】本発明の実施の形態２に係る睡眠ポリグラフ検査装置の構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態２に係る睡眠ポリグラフ検査装置の外観を示す図
【図９】本発明の実施の形態２に係る睡眠ポリグラフ検査装置の筐体サイズを示す図
【図１０】本発明の実施の形態３に係る嚥下活動モニタリングシステムの構成を示すブロ
ック図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００１５】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る嚥下活動モニタリング装置の構成を示すブロック
図である。
【００１６】
　図１において、嚥下活動モニタリング装置１００は、信号処理回路１０１、１０２、演
算部１０３、表示部１０４、記録部１０５および操作部１０６を有する。
【００１７】
　信号処理回路１０１は、胸骨上窩部圧センサ１１０に電気的に接続されている。信号処
理回路１０１は、胸骨上窩部圧センサ１１０によって生成された胸骨上窩部圧信号に対し
て所定の信号処理（例えば、増幅、波形整形およびアナログディジタル変換）を施し、信
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号処理後の胸骨上窩部圧信号を演算部１０３に出力することにより、胸骨上窩部圧の計測
を行う。
【００１８】
　ここで、胸骨上窩部圧センサ１１０は、例えば圧電素子のような小型の検知素子とケー
ブルとを主として有し、粘着テープなどにより被検者に装着容易に構成されている。胸骨
上窩部圧センサ１１０の圧電素子は、被検者の胸骨上窩部に装着されているときに胸骨上
窩部の運動に応じて胸骨上窩部から加えられる圧力（胸骨上窩部圧）を示す電気信号を生
成する。この電気信号は、被検者の胸骨上窩部の運動に応じた胸骨上窩部圧を示す第１の
生体信号（胸骨上窩部圧信号）であり、ケーブルを介して信号処理回路１０１に伝送され
る。
【００１９】
　すなわち、胸骨上窩部圧センサ１１０および信号処理回路１０１の組合せは、胸骨上窩
部圧の計測を行うための胸骨上窩部圧計測部を構成する。
【００２０】
　信号処理回路１０２は、呼吸フローセンサ１２０に電気的に接続されている。信号処理
回路１０２は、呼吸フローセンサ１２０によって生成された呼吸フロー信号に対して所定
の信号処理（例えば、増幅、波形整形およびアナログディジタル変換）を施し、信号処理
後の呼吸フロー信号を演算部１０３に出力することにより、呼吸フローの計測を行う。
【００２１】
　ここで、呼吸フローセンサ１２０は、例えば圧電素子またはサーミスタ素子のような小
型の検知素子とケーブルとを主として有し、粘着テープなどにより被検者に装着容易に構
成されている。検知素子は、被検者の鼻孔部にまたは被検者の鼻孔部および口腔部に、被
検者の呼吸活動により鼻孔部または口腔部に生じる気流に作用されるように装着される。
なお、呼吸フローセンサ１２０がカニューレを有するタイプである場合、カニューレが、
被検者の鼻孔部にまたは被検者の鼻孔部および口腔部に装着され、検知素子が、被検者の
呼吸活動によりカニューレ内部に生じる気流に作用されるように配置される。検知素子は
、被検者の呼吸活動に応じて生じる気流（呼吸フロー）によって加えられる圧力またはそ
の気流の流量もしくは流速を示す電気信号を生成する。この電気信号は、被検者の呼吸活
動に応じた呼吸フローを示す第２の生体信号（呼吸フロー信号）であり、ケーブルを介し
て信号処理回路１０２に伝送される。
【００２２】
　すなわち、呼吸フローセンサ１２０および信号処理回路１０２の組合せは、呼吸フロー
の計測を行うための呼吸フロー計測部を構成する。
【００２３】
　なお、呼吸センサとして、例えば圧電素子または可変インダクタンス素子のような検知
素子によって被検者の呼吸活動に応じた胸郭部の運動を検知するセンサを、呼吸フローセ
ンサ１２０の代わりに使用してもよい。
【００２４】
　第１の情報取得部、第２の情報取得部、嚥下活動検知部および嚥下活動評価部としての
演算部１０３は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）のような演算処理装置、お
よび記憶装置を有する。演算部１０３は、記憶装置に予め記録されている嚥下活動モニタ
リングプログラムを演算処理装置で実行することにより、嚥下活動モニタリングのための
処理に必要な各機能を実現する。嚥下活動モニタリングのための処理としては、計測処理
および解析処理などが挙げられる。
【００２５】
　これらの処理は、操作部１０６が操作されることによって実行される。演算部１０３は
、計測処理の実行によって得られた胸骨上窩部圧信号および計測時間情報などを含むディ
ジタル情報である胸骨上窩部圧情報と、計測処理の実行によって得られた呼吸フロー信号
および計測時間情報などを含むディジタル情報である呼吸フロー情報とを記録部１０５に
出力し、装置内部の記憶装置またはリムーバブルメディアへの記録を記録部１０５に行わ
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せる。また、演算部１０３は、解析処理の実行によって得られた解析結果を表示部１０４
に出力して、表示部１０４の画面に表示させる。
【００２６】
　表示部１０４は、演算部１０３から出力された情報を画面に表示するものであり、例え
ば液晶表示装置である。
【００２７】
　操作部１０６は、演算部１０３における処理を開始または終了させるためのものであり
、例えば押下操作可能なボタンである。
【００２８】
　以下、嚥下活動モニタリング装置１００における動作について、上記の計測処理および
解析処理を例に挙げて説明する。
【００２９】
　図２は、嚥下活動モニタリング装置１００において実行される計測処理を説明するため
のフローチャートである。
【００３０】
　まず、演算部１０３は、操作部１０６の計測開始操作を待機する（ステップＳ１１１０
）。演算部１０３は、計測開始操作を認識すると、信号処理回路１０１、１０２の制御を
開始する。これにより、胸骨上窩部圧計測部による胸骨上窩部圧の計測と呼吸フロー計測
部による呼吸フローの計測とが同時に開始され（ステップＳ１１２０、Ｓ１１３０）、並
行して継続的に実行される。
【００３１】
　胸骨上窩部圧の計測により得られた胸骨上窩部圧信号および呼吸フローの計測により得
られた呼吸フロー信号は、記録部１０５によりそれぞれ胸骨上窩部圧情報および呼吸フロ
ー情報として記憶媒体に記録される。
【００３２】
　上記計測が継続的に行われている間、演算部１０３は操作部１０６の計測終了操作を待
機する（ステップＳ１１４０）。演算部１０３は、計測終了操作を認識すると、信号処理
回路１０１、１０２の制御を停止する。これにより、胸骨上窩部圧の計測と呼吸フローの
計測とが同時に停止される（ステップＳ１１５０、Ｓ１１６０）。
【００３３】
　このようにして、嚥下活動モニタリング装置１００において計測処理が行われる。
【００３４】
　図３は、嚥下活動モニタリング装置１００において実行される解析処理を説明するため
のフローチャートである。
【００３５】
　まず、演算部１０３は、操作部１０６の解析実行操作を待機する（ステップＳ１２１０
）。演算部１０３は、解析実行操作を認識すると、胸骨上窩部圧情報および呼吸フロー情
報を記憶媒体から読み出すことによって、胸骨上窩部圧情報および呼吸フロー情報を取得
する（ステップＳ１２２０）。
【００３６】
　そして、演算部１０３は、読み出された胸骨上窩部圧情報および呼吸フロー情報に基づ
いて、被検者の嚥下活動を検知する（ステップＳ１２３０）。嚥下活動の検知処理の詳細
については後述する。
【００３７】
　嚥下活動が検知されなかった場合は（ステップＳ１２４０：ＮＯ）、解析処理は終了さ
れ、嚥下活動が検知された場合は（ステップＳ１２４０：ＹＥＳ）、演算部１０３は、検
知された嚥下活動の質的評価を実行する（ステップＳ１２５０）。嚥下活動の質的評価処
理の詳細については後述する。
【００３８】
　そして、表示部１０４は、嚥下活動の質的評価の結果を解析結果として画面に表示する
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（ステップＳ１２６０）。
【００３９】
　このようにして、嚥下活動モニタリング装置１００において解析処理が行われる。
【００４０】
　図４は、嚥下活動モニタリング装置１００の演算部１０３により実行される嚥下活動検
知処理を説明するためのフローチャートである。
【００４１】
　ステップＳ１２３１では、記憶媒体から読み出された胸骨上窩部圧情報に基づいて、胸
骨上窩部圧が所定値以上であり、かつ、持続時間が所定範囲内である胸骨上窩部運動（以
下「特定胸骨上窩部運動」という）の検知が行われる。
【００４２】
　ここで、胸骨上窩部運動の検知処理について、図５を用いてより具体的に説明する。図
５は、時間ｔ１から時間ｔ６までの期間（例えば数分間）において計測された呼吸フロー
信号Ｓ１および胸骨上窩部圧信号Ｓ２の波形を一例として示す図である。
【００４３】
　胸骨上窩部運動の検知処理においては、計測期間内の胸骨上窩部圧信号Ｓ２の連続波形
から、振幅が所定の閾値Ｌ（例えば、計測期間における雑音成分の標準偏差の２～３倍の
値）を超過する部分波形であって、その部分波形の立ち上がりからその次の部分波形の立
ち上がりまでの時間の長さ（持続時間）が所定の範囲（例えば、０．８～１．６秒）内で
ある部分波形が、抽出される。
【００４４】
　図５の例においては、振幅のピーク値が閾値Ｌを超過している時間ｔ２から時間ｔ３ま
での部分波形の持続時間ｄ１が所定の範囲内であれば、この部分波形が、特定胸骨上窩部
運動の発生を示すものとして抽出される。同様に、振幅のピーク値が閾値Ｌを超過してい
る時間ｔ４から時間ｔ５までの部分波形の持続時間ｄ２が所定の範囲内であれば、この部
分波形も、特定胸骨上窩部運動の発生を示すものとして抽出される。このようにして特定
胸骨上窩部運動が検知される。
【００４５】
　ステップＳ１２３２では、記憶媒体から読み出された呼吸フロー情報に基づいて、持続
時間が所定範囲内である呼吸活動の停止状態（以下「特定呼吸活動停止状態」という）の
検知が行われる。
【００４６】
　例えば、図５に示すような計測期間内の呼吸フロー信号Ｓ１の連続波形から、振幅の変
動がない状態の持続時間が所定の範囲（例えば、０．５～０．９秒）内である部分波形が
、特定呼吸活動停止の発生を示すものとして抽出される。このようにして特定呼吸活動停
止状態が検知される。
【００４７】
　ステップＳ１２３３では、特定胸骨上窩部運動および特定呼吸活動停止状態が両方とも
検知されたか否かが判定される。両方とも検知されている場合は（ステップＳ１２３３：
ＹＥＳ）、ステップＳ１２３４以降の処理により嚥下活動が検知される可能性があるので
、ステップＳ１２３４以降の処理が実行される。特定胸骨上窩部運動および特定呼吸活動
停止状態の少なくとも一方が検知されていない場合は（ステップＳ１２３３：ＮＯ）、ス
テップＳ１２３４以降の処理により嚥下活動が検知される可能性はないので、ステップＳ
１２３４以降の処理は実行されない。
【００４８】
　ステップＳ１２３４では、検知された個々の特定胸骨上窩部運動に、時系列順にインデ
ックスａ１、・・・、ａＮ（Ｎは、検知された特定胸骨上窩部運動の回数を示す１以上の
整数である）が付与される。例えば、図５において注目した２つの部分波形がいずれも特
定胸骨上窩部運動の発生を示すものである場合には、時間ｔ２～ｔ３における特定胸骨上
窩部運動にインデックスａ１が付与され、時間ｔ４～ｔ５における特定胸骨上窩部運動に
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インデックスａ２が付与される。
【００４９】
　そして、ステップＳ１２３５～Ｓ１２３９では、変数ｎについて初期値を１としてｎ＝
ＮとなるまでＮ回繰り返される処理ループが実行される。
【００５０】
　ステップＳ１２３６では、特定胸骨上窩部運動ａｎの期間が特定呼吸活動停止状態の期
間内か否かが判定される。特定胸骨上窩部運動ａｎの期間が特定呼吸活動停止状態の期間
内である場合は（ステップＳ１２３６：ＹＥＳ）、特定胸骨上窩部運動ａｎは嚥下活動で
あると判定され（ステップＳ１２３７）、特定胸骨上窩部運動ａｎの期間が特定呼吸活動
停止状態の期間外である場合は（ステップＳ１２３６：ＮＯ）、特定胸骨上窩部運動ａｎ

は嚥下活動でないと判定される（ステップＳ１２３８）。Ｎ回の処理ループが完了すると
、嚥下活動の検知処理は終了する。
【００５１】
　このようにして、胸骨上窩部圧信号および呼吸フロー信号を併用することによって、嚥
下活動が検知される。
【００５２】
　図６は、嚥下活動が検知された場合に嚥下活動モニタリング装置１００の演算部１０３
により実行される質的評価処理を説明するためのフローチャートである。
【００５３】
　ステップＳ１２５１では、検知された個々の嚥下活動に、時系列順にインデックスｂ１

、・・・、ｂＫ（Ｋは、検知された嚥下活動の回数を示す１以上の整数である）が付与さ
れる。例えば、図５において注目した２つの部分波形がいずれも嚥下活動の発生を示すも
のである場合には、時間ｔ２～ｔ３における嚥下活動にインデックスｂ１が付与され、時
間ｔ４～ｔ５における嚥下活動にインデックスｂ２が付与される。
【００５４】
　そして、ステップＳ１２５２～Ｓ１２５７では、変数ｋについて初期値を１としてｋ＝
ＫとなるまでＫ回繰り返される処理ループが実行される。
【００５５】
　ステップＳ１２５３では、嚥下活動ｂｋの直前における呼吸相が呼気相であるか吸気相
であるかが判定される。換言すれば、嚥下活動ｂｋのために一時的に呼吸活動が停止状態
となる直前の呼吸相が、呼気相であるか吸気相であるかが判定される。
【００５６】
　ステップＳ１２５４では、嚥下活動ｂｋの終了時点から呼吸再開時点までの時間長が算
出される。
【００５７】
　そして、ステップＳ１２５５では、算出された時間長に基づいて、嚥下活動ｂｋの直後
における呼吸相が呼気相であるか吸気相であるかが判定される。換言すれば、呼吸活動が
嚥下活動ｂｋのための一時的な停止状態から再開された時点（呼吸再開時点）における呼
吸相が、呼気相であるか吸気相であるかが判定される。
【００５８】
　そして、ステップＳ１２５６では、嚥下活動ｂｋの直後における呼吸相が吸気相であっ
た場合に、嚥下活動ｂｋの終了時点から呼吸再開時点までの時間長が所定値よりも短いか
否かが判定される。これにより、誤嚥が発生した可能性があることを認識することができ
る。嚥下活動終了から吸気開始までの時間が短いほど、誤嚥の危険性が高いからである。
【００５９】
　Ｋ回の処理ループが完了したと判定（ステップＳ１２５７）されると、ステップＳ１２
５８が実行される。ステップＳ１２５８では、嚥下活動の頻度が判定される。これは、嚥
下障害患者の場合には自然嚥下頻度が低下する傾向が見られるからである。この判定は、
図４を用いて説明した嚥下活動検知処理の結果に基づいて行われる。
【００６０】
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　さらに、ステップＳ１２５８では、呼吸相に関して２つの頻度が判定される。１つは、
嚥下活動直前の呼吸相が吸気相である頻度である。これは、吸気相で嚥下が起こる頻度が
高いほど、誤嚥の危険性が高いと考えられるためである。この判定は、ステップＳ１２５
３での判定結果に基づいて行われる。もう１つは、嚥下活動直後の呼吸相が吸気相である
頻度である。これは、嚥下後の呼吸相が吸気相である頻度が高いほど、誤嚥の危険性が高
いと考えられるためである。この判定は、ステップＳ１２５５での判定結果に基づいて行
われる。
【００６１】
　このようにして、嚥下活動の質的評価が行われる。上記の各判定の結果は、図３を用い
て説明した解析処理により、解析結果として画面に表示することができる。
【００６２】
　以上のように、本実施の形態によれば、胸骨上窩部圧および呼吸フローの計測は、計測
開始操作が認識されたときに開始し、計測終了処理が認識されたときに終了する。また、
胸骨上窩部圧計測部および呼吸フロー計測部の構成は既述のとおり簡単なものであり、被
検者への装着も容易である。そして、胸骨上窩部圧および呼吸フローの計測結果はすべて
記憶媒体に記録され、これに基づいて嚥下活動の検知処理が行われることとなる。したが
って、被検者を実質的に無拘束の状態で簡易に、かつ長時間にわたって連続的に、被検者
の嚥下活動をモニタリングすることができる。
【００６３】
　また、本実施の形態によれば、被検者の胸骨上窩部の運動に応じた第１の生体情報とし
て胸骨上窩部圧情報を取得するとともに、被検者の呼吸活動に応じた第２の生体情報とし
て呼吸フロー情報を取得し、取得されたこれらの情報に基づいて被検者の嚥下活動を検知
する。つまり、胸骨上窩部における生体情報と、胸骨上窩部でない部位における生体情報
とを併用して嚥下活動を検知するため、高精度に嚥下活動のモニタリングを行うことがで
きる。
【００６４】
　さらに、取得された呼吸フロー情報に基づいて被検者の呼吸活動の停止状態を検知し、
検知された呼吸活動の停止状態の期間における胸骨上窩部圧情報に基づいて被検者の嚥下
活動を検知する。つまり、呼吸活動が停止している期間にのみ発生する生体活動である嚥
下活動の発生の有無を、呼吸活動に応じた生体情報である呼吸フロー情報に基づいて判定
することができる。呼吸活動が停止していない期間においては、通常は嚥下活動が生じな
いため、その期間内では嚥下活動が検知されないようにすることができる。これにより、
嚥下活動のモニタリングの精度を一層向上させることができる。
【００６５】
　（実施の形態２）
　以下、本発明の実施の形態２について説明する。本実施の形態では、実施の形態１の嚥
下活動モニタリング装置を睡眠ポリグラフ検査装置において実現した場合について説明す
る。図７は、本実施の形態の睡眠ポリグラフ検査装置の構成を示すブロック図である。
【００６６】
　なお、図７に示す本実施の形態の睡眠ポリグラフ検査装置２００は、実施の形態１の嚥
下活動モニタリング装置１００と同一の構成を含んでいるため、同一の構成要素に参照番
号を付与して、その詳細な説明を省略する。
【００６７】
　図８は、睡眠ポリグラフ検査装置２００の外観を示す図である。睡眠ポリグラフ検査装
置２００の筐体２３０は、容易に持ち運ぶことができるよう小型かつ軽量に構成されてお
り、例えば図９に示すように片手で持つこともできる。筐体２３０には電池蓋２３１が形
成されている。また、睡眠ポリグラフ検査装置２００は、筐体２３０上に、イベントスイ
ッチ２３２、ＳｐＯ２コネクタ２３３、アナログコネクタ２３４および呼吸フローセンサ
コネクタ２３５を有する。
【００６８】
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　イベントスイッチ２３２は、被検者が任意の時点で押下することができるように構成さ
れており、押下されたときに装置内蔵の記憶媒体またはリムーバブルメディアに押下時間
を記憶させるためのボタンである。
【００６９】
　ＳｐＯ２コネクタ２３３は、ＳｐＯ２センサ（図示せず）のケーブルを接続するための
コネクタである。アナログコネクタ２３４は、アナログ信号伝送用のケーブルを接続する
ためのコネクタであり、例えば胸骨上窩部圧センサ１１０のケーブルが接続される。呼吸
フローセンサコネクタ２３５は、呼吸フローセンサ１２０のケーブルまたはカニューレを
接続するためのコネクタである。
【００７０】
　上記構成を有する睡眠ポリグラフ検査装置２００では、胸骨上窩部圧および呼吸フロー
だけでなくＳｐＯ２も並行して計測することができる。よって、被検者睡眠中に、睡眠時
無呼吸検査を実施するのに並行して嚥下活動モニタリングを実施することができる。これ
により、嚥下活動モニタリングを被検者の無意識下で実施することができる。
【００７１】
　なお、本実施の形態では、実施の形態１の嚥下活動モニタリング装置を睡眠ポリグラフ
検査装置に適用した場合について説明したが、他の生体情報記録装置に実施の形態１の嚥
下活動モニタリング装置を適用することも可能である。
【００７２】
　（実施の形態３）
　以下、本発明の実施の形態３について説明する。本実施の形態では、睡眠ポリグラフ検
査装置とパソコンとで嚥下活動モニタリングシステムを構成した場合について説明する。
図１０は、本実施の形態の嚥下活動モニタリングシステムの構成を示すブロック図である
。
【００７３】
　図１０において、嚥下活動モニタリングシステム３００は、睡眠ポリグラフ検査装置３
１０、および嚥下活動モニタリング装置としてのパソコン３２０を有する。
【００７４】
　睡眠ポリグラフ検査装置３１０は、信号処理回路１０１、１０２、表示部１０４、記録
部１０５、操作部１０６および演算部３１１を有する。
【００７５】
　なお、信号処理回路１０１、１０２、表示部１０４、記録部１０５および操作部１０６
の構成またはそれらの機能については実施の形態１で説明したため、ここではその詳細な
説明を省略する。
【００７６】
　また、睡眠ポリグラフ検査装置３１０は、図８および図９を用いて説明した特徴を、実
施の形態２の睡眠ポリグラフ検査装置２００と同様に有する。
【００７７】
　演算部３１１は、例えばＣＰＵのような演算処理装置、および記憶装置を有する。演算
部３１１は、記憶装置に予め記録されているプログラムを演算処理装置で実行する。これ
により、実施の形態１において図２を用いて説明した計測処理に必要な各機能を実現する
。したがって、本実施の形態では、実施の形態１で説明した計測処理を睡眠ポリグラフ検
査装置３１０において実行することができる。
【００７８】
　計測処理は、操作部１０６が操作されることによって実行される。演算部３１１は、計
測処理の実行によって得られた胸骨上窩部圧信号および計測時間情報などを含むディジタ
ル情報である胸骨上窩部圧情報と、計測処理の実行によって得られた呼吸フロー信号およ
び計測時間情報などを含むディジタル情報である呼吸フロー情報とを記録部１０５に出力
し、装置内部の記憶装置またはリムーバブルメディアへの記録を記録部１０５に行わせる
。胸骨上窩部圧情報および呼吸フロー情報は、ディジタル形式で記録されるため、例えば
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ディジタル情報伝送用の通信ケーブル３３０（例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）
ケーブル）を用いることにより、睡眠ポリグラフ検査装置３１０からパソコン３２０に転
送することができる。
【００７９】
　パソコン３２０は、第１の情報取得部、第２の情報取得部、嚥下活動検知部および嚥下
活動評価部としてのパソコン本体３２１と、表示部としての表示装置３２２と、操作部と
してのキーボード３２３とを有する。
【００８０】
　パソコン本体３２１は、演算処理装置および記憶装置を内部に有するものであり、ディ
ジタル情報伝送用の通信ケーブル３３０（例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）ケー
ブル）により睡眠ポリグラフ検査装置３１０に接続可能に構成されている。
【００８１】
　パソコン本体３２１は、胸骨上窩部圧情報および呼吸フロー情報を受信する。
【００８２】
　例えば、通信ケーブル３３０によりパソコン本体３２１と睡眠ポリグラフ検査装置３１
０とを接続し、キーボード３２３により所定の操作を行うことにより、睡眠ポリグラフ検
査装置３１０内部の記憶媒体にディジタル情報として記録された胸骨上窩部圧情報および
呼吸フロー情報を、通信ケーブル３３０を介してパソコン本体３２１内部の記憶装置に転
送することができる。
【００８３】
　なお、睡眠ポリグラフ検査装置３１０において胸骨上窩部圧情報および呼吸フロー情報
がリムーバブルメディアに記録されている場合には、リムーバブルメディアをパソコン本
体３２１に装填することにより胸骨上窩部圧情報および呼吸フロー情報をパソコン本体３
２１に転送することができる。
【００８４】
　パソコン本体３２１は、記憶装置に予め記録されている嚥下活動モニタリングプログラ
ムを演算処理装置で実行することにより、実施の形態１において図３～図６を用いて説明
した解析処理に必要な機能を実現する。したがって、本実施の形態では、実施の形態１で
説明した解析処理をパソコン３２０において実行することができる。
【００８５】
　以上のように、本実施の形態によれば、嚥下活動モニタリングのための計測処理を例え
ば睡眠ポリグラフ検査装置のような生体情報記録装置において実行し、嚥下活動モニタリ
ングのための解析処理を、計測処理を行った装置とは別の装置において実行することがで
きる。
【００８６】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。なお、以上の説明は本発明の好適な実施
の形態の例証であり、本発明の範囲はこれに限定されない。つまり、上記装置の構成およ
び使用時の動作についての説明は一例であり、本発明の範囲においてこれらの例に対する
様々な変更や追加が可能であることは明らかである。
【符号の説明】
【００８７】
　１００　嚥下活動モニタリング装置
　１０１、１０２　信号処理回路
　１０３、３１１　演算部
　１０４　表示部
　１０５　記録部
　１０６　操作部
　１１０　胸骨上窩部圧センサ
　１２０　呼吸フローセンサ
　２００、３１０　睡眠ポリグラフ検査装置
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　２３０　筐体
　２３１　電池蓋
　２３２　イベントスイッチ
　２３３　ＳｐＯ２コネクタ
　２３４　アナログコネクタ
　２３５　呼吸フローセンサコネクタ
　３２０　パソコン
　３２１　パソコン本体
　３２２　表示装置
　３２３　キーボード
　３３０　通信ケーブル
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